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天野尚美、 上杉孝實、 小松満貴子、 小山 則

委 員 濱田学昭、 三井春子、 吉富幸夫、 和田聡子

出 欠席委員 井上チイ子、 土谷一郎、 藤田秀治 （五十音順）

席 その他 学校教育室 織田室長、津崎主幹 すこやか子ども室 吉田主幹

福祉推進室 益本主幹 広報課 堀古課長

者

事務局 市 長 鎌足部長 幸田室長 谷課長 吉川課長補佐

高橋主査 枡川主任

傍聴の可否 可・不可・一部不可 傍聴者数 ６人

傍聴不可・一部不可

の場合は、その理由

市長あいさつ

議題

１「男女共同参画プラン」の取り組みについて

（１）男女共同参画推進事業について

（２）男女共同参画センター事業について

会議次第 （３）重点施策の取り組みについて

①男女平等教育推進部会

②審議会女性委員登用促進部会

③一時保育推進部会

④女性に対する暴力対策部会

⑤庁内モデル化推進部会

２その他

会議結果 別紙のとおり
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事務局 ただいまから、川西市男女共同参画審議会を開催させていただきます。 開

会にあたりまして、柴生市長からごあいさつ申しあげます。市長よろしく

お願いします。

市 長 みなさん、おはようございます。

本日は何かとお忙しいところ、本市男女共同参画審議会にご出席いただき

まして、誠にありがとうございます。

さて、本市におきましては、平成15年4月に男女共同参画プランがスタート

いたしましたが、特別職及び全部長級職員で構成し、私が本部長を務める男

女共同参画推進本部を中心に全庁横断的にプランの着実な推進に努めてまい

りました。とりわけ、第2期の男女共同参画プランにおきましては５つの重

点施策を設け、関連所管の幹事会幹事からなる重点施策推進部会を設置し、

強力に取り組みを進めているところでございます。男女共同参画センターも

本年6月、3周年を迎えますが、多くの皆様にご利用いただいておりまして、

センターと政策が一体となった男女共同参画施策の推進に取り組んでいると

ころでございます。今後におきましても、男女共同参画プランの目標であり

ます男女の自立と平等による共同参画社会の実現をめざしまして、企業や各

種団体、地域や市民の皆様とのパートナーシップのもと、一層の取り組みを

推進して参りたいと考えております。どうぞ委員の皆様におかれましては、

今後とも本市男女共同参画施策の推進にあたりまして、なお一層のご協力を

賜わりますようお願いいたしまして開会のあいさつとさせていただきます。

本日は大変お忙しい中ありがとうごさいます。

事務局 続きまして、このたび市議会の役員改選に伴いまして、新たに土谷委員と吉

富委員にご就任をいただきましたので委員の皆様をここでご紹介させていた

だきます。

天野尚美様、上杉孝實様、小松満貴子様、小山則様、濱田学昭様、三井春子

様、吉富幸夫様、和田聡子様 本日ご出席の委員は以上でございますが、井

上チイ子様、土谷一郎様、藤田秀治様以上の3委員につきましては、本日は

所用ためご欠席でございます。以上で委員の皆様のご紹介を終わらせていた

だきます。

ここで柴生市長は公務のため退席させていただきます。

市 長 どうぞよろしくお願いいたします。

事務局 引き続きまして、この場をお借りしまして、職員の紹介をさせていただきま
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す。市民生活部長の鎌足でございまです。男女共同参画課長の谷でございま

です。課長補佐の吉川でございます。主査の高橋でございます。主任の枡川

でございます。本日の司会進行をさせていただいております市民生活部市民

参画室長の幸田でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、これからの司会進行につきましては、小松会長にお願いしたいと

思います。小松会長よろしくお願いいたします。

会長 皆様おはようございます。日差しはすっかり春なんですが、風が冷たい中、

ようこそご参加くださいました。特に、審議会の方に傍聴にお見えになった

方、ありがとうごさいます。

それでは、議事に入ります前に、本日の議事録を承認いただく委員を名簿の

順に吉富委員にお願いいたします。

、 。 。それでは 次第に従いまして進めさせていただきます 議題1でございます

男女共同参画プランの取り組み状況について（１）の男女共同参画推進事業

について及び（２）の男女共同参画センター事業について事務局からご報告

願います。

事務局 男女共同参画課長の私の方から、1番目の男女共同参画推進事業についてご

説明申しあげます。資料1をお開きいただきたいと思います。まず、男女共

同参画推進体制でございますけれども、先ほど市長の方からあいさつ申しあ

げましたように、15年度から市長を本部長とする推進本部を設けまして、16

年度につきましては、7月29日に開催をいたしました。内容といたしまして

はプランの庁内の推進体制について、2点目には、重点施策の推進部会の取

組状況と及び16年度の推進方針。3点目は男女共同参画センターの15年度の

事業概要等の報告を行いまして、16年度の推進方針等を決定承認いただきま

した。それを受けまして、室長・課長級で構成しております推進本部幹事会

の方へ8月10日に推進方針を報告すると共に、各課で業務として取り組まれ

ております事業に、男女共同参画の視点を盛り込んでいただくように要請し

てまいりました。先週、2月17日には本年度の結果状況を後ほどプロジェク

トチームの各部会リーダーから報告いただきますけれども、幹事会におきま

しても、報告をいただいたところでございます。2点目の川西市男女共同参

画プランの推進につきましては、重点施策の推進部会、5部会の開催のため

の日程調整や資料作成等を事務局として実施してまいりました。また、プラ

ンの各所属の取り組み状況でございますけれども、調査及びヒヤリングにつ

きまして、資料といたしましては、平成15年度の川西市男女共同参画プラン

の取り組み状況についてのところで、表紙の裏面にある調査票に基づきまし

て、8月11日から8月31日までに調査を行いました。
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また、9月の17日～22日につきましては、ヒヤリングを行いまして各所管の

方へ協力を要請いたしました。進捗の評価につきましては、昨年度、前回の

審議会で、委員の方から3番目の評価を区分したらどうかとご提案があり、

事業展開ができなかったけれども実現は可能、または、実現は相当困難とい

う5段階評価の方に変更させていただきました。次のページ3ページ目から15

ページまで、各所管で目標を設定していただいて自己評価をしていただき、

また、ヒヤリングで評価についての内容をお聞きしたところでございます。

3ｂがちょっと問題かなと、1、2、3ａについては、今後前向きに取り組んで

いる部分で、評価できる部分かなと思っております。また、16ページから18

ページにつきましては、各所管と当課の方で考えられる指標につきましてま

とめて成果表にさせていただいた部分でございます。これが、推進プランの

進捗状況等でございます。また、資料1の方にもどっていただきまして、職

員の庁内モデル化とも合わせまして、職員研修を階級別に行っております。

まず、課長職以上につきましては 「職場における男女共同参画 女性職員、

の能力を引き出すには」というテーマで、神戸大学の朴木教授の方に講師を

していただきました。それのアンケートにつきまして、次のページの方に付

けさせていただいております。これにつきましても、詳細をもっと詳しく聞

いて、わからなかったら何がわからなかったのか、良かった点などをアンケ

ートでもっと詳しく聞いたらというかたちで前回の審議会で委員の方からご

提案いただいただきました。その詳細をまとめております。感想の方を見て

いただきましたら、前向きな意見が出てきていると思います。2番目の課長

、「 」補佐職以下の職員研修につきましては 男女共同参画社会の実現に向けて

というかたちで、大阪国際大学西岡助教授にお願いいたしました。3番目の

ＤＶ関係研修なんですけれども、ＤＶ対応の窓口になる職員あるいは、人権

推進課のご協力をいただきまして、職員の部内に設置させております職員人

権研修担当員（職員）に参加呼びかけ、また、市民の方につきましては、虐

待を考える講座のシリーズの一つとして、児童虐待、高齢者虐待、ＤＶと行

った部分の一部として、市民6人の方に参加していただいております。これ

らにつきましても、アンケートでご意見を聞いて今後の研修に生かしていき

たいと思っております。この他に、職員研修といたしましては、職員課が実

施されております新人職員初任者研修、春と秋の2回とか、主任級に昇給さ

れた方対象の研修に当課の職員が講師として、男女共同参画、ジェンダー問

題についての研修を行っております。県下各市に聞きましても、前任者から

引き続いてですけれども、川西市の研修の取り組みは評価できるのではない

かなと自画自賛しております。ジェンダー問題市民啓発なんですけれども、

行財政改革により広報紙「ジェンダー問題特集号」が廃止されたことに伴い

まして、今日配布させていただいております、男女共同参画センター・市民

活動センターの情報紙「ぱれっと」を充実させていただきました。



№4

この情報紙は公募委員で特集を組んでいただいて、当課と協働で編集発行し

ているものです。この中で本庁男女共同参画課のページを設けまして、3号

では男女共同参画プラン、4号では女性に対する暴力対策部会、5号では女性

の就労に関する市民意識調査（前回の調査分）を掲載させていただいており

。 。 、ます このVol.5は3月1日発行予定としており昨日できあがりました また

ＤＶ防止法が改正されましたので、2月1日号の広報かわにしで「配偶者から

の暴力で悩んでいる人に」というかたちで改正法の啓発をしたところでござ

います。それと最後になりますけれども、5点目の市制施行50周年記念「男

女共同参画推進フォーラム」は、男女共同参画課、男女共同参画センター、

男女共同参画推進委員会（公募の市民で構成されており、男女共同参画セン

ターの方の事業でやっております ）と協働で、50周年を記念してフォーラ。

ムを実施しました。その中での作文募集、作文講座、作文表彰、それに伴い

ますフォーラムの記録集の作成をしております。庁内印刷が込み合っている

関係で、まだ完成はしておりませんけれども、本日は原稿をコピーしたもの

をお配りしております。完成次第、配布させていただきます。記録集の入選

作文集は、京都大学名誉教授の上杉孝實本審議会委員に作文の感想をお書き

いただき、また、啓発に値する冊子となるように監修もしていただき、上杉

委員のご協力により発行できる運びとなりました。今後、啓発活動に利用し

ていきたいと思っております。また、作文募集につきましては、教育委員会

をはじめ、小、中、高等学校等のご協力をいただきました。また、作文講座

につきましては、けやき坂小学校の天宅先生に講師等をお願いして実施した

ものでございます。1番の男女共同参画事業について説明を終わります。

事務局 男女共同参画センター方からご説明させていただきます。男女共同参画セン

ターは、男女共同参画社会の実現に向けた施策を事業として実施する拠点と

して設置されています。3つの事業があるのですけれども、学習啓発事業、

ジェンダー問題相談事業、施設の管理事業を持っております。学習啓発事業

、 、 。につきましては 2周年のフェスタをはじめ 50の講座を実施しております

講座では、保育サポーター養成講座、市民力養成講座などいろいろな講座を

実施しております。１月までの受講者数は265人、延べ受講者数は1007人、

（ ） 。 、延べの一時保育利用者 子どもの数 は87人となっております 続きまして

男女共同参画推進委員会を設置しております。市民公募で、任期は平成15年

7月1日～平成17年6月30日まで、現在13人で活躍していただいております。

主な活動内容としては、市制施行50周年記念男女共同参画推進フォーラムを

市からの委託を受け10月に実施いたしました。また、このフォーラムは、フ

ォーラムＯＧ会など様々なボランティアの方々のご協力により開催すること

ができました。また、その他の活動といたしまして、講座企画、調査研究、

情報発信・ホームページという３つグループに分かれて活動していただいて
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おります。講座企画担当につきましては、公民館への出前講座を実施してい

ただいております。昨日は、南公民館の方で「わたしがわたしらしく生きる

には」と題して、講座を実施していただきました。調査研究担当では、50周

年の男女共同参画推進フォーラムの中で「男女共同参画宣言」を行いました

が、その原案を考えていただきました。情報発信・ホームページ担当には、

「パレットまんすりー」を毎月発行していただいております。続きまして、

パレットかわにし情報紙「ぱれっと」の編集についてです。すでに7月と10

、 、 。月に発行し 昨日できあがりましたVol.5については 3月に発行いたします

7，3月発行分については、3,000部。10月発行分については、自治会回覧用

を含め8,000部発行しております。次に男女共同参画社会の実現を目指すグ

。 、 「 」ループ活動助成事業です これにつきましては 昨年度は クローバーの会

が助成金を獲得され「川西市と近隣自治体におけるドメスティック・バイオ

レンス防止と被害者支援に関する取り組みについて」という冊子を作成され

ました。今年度につきましては 「虹の子子育て支援ネットワーク」と「マ、

ザーリーフの会」が助成金を獲得されています 「にじのこ子育て支援ネッ。

トワーク」では 「ジェンダーにとらわれないで楽しい子育てをめざそうプ、

ロジェクト」ということで、いろいろな事業をされるのですが、その中の一

つとして、3月12日に生涯学習センターで「どうしてます 育児分担家事分

担」と題して、交流会を実施される予定です 「マザーリーフの会」では、。

子育て講座「心を育てるって」と題して、6回講座を実施していただきまし

た。2月15日で終了いたしております。今年度の助成金の選考会は当審議会

。 、の副会長濱田委員にお願いいたしました 活動・交流支援事業ということで

フェスタ公開講座の後、登録グループ交流会を実施しております。これは、

市民活動センター「市民事務局」と協働で実施いたしました。続きまして、

情報収集・提供ですが、図書については1,341冊、ビデオについては95本、

県センター連絡会議で、川西市の図書の購入数が話題となりました。書籍購

入数については近隣市と比較してもずば抜けているようです。女性情報の方

に当センターのことが「所長にインタビュー」というかたちで掲載されてい

ます。次に相談事業ですが、女性のための相談ということで、毎週火曜日と

木曜日、正午～午後3時まで実施しております。年間の枠は288件受けること

ができます。1月末までで、195件の相談がありまして、その内、34件がドメ

スティック・バイオレンスの相談でした。また、女性に対する暴力特別相談

としまして 「女性に対する暴力をなくす運動」期間に11月22日23日に実施、

。 、 。しております ＤＶについては ＤＶネットワーク会議も開催しております

次に、施設運営管理事業につきましては、来館者が56,324人。グループ数が

2,895グループということで、昨年に比べずいぶん増加しております。毎年

来館者が増加しているという現状でございます。以上です。



№6

会 長 ありがとうございます （３）重点施策の取り組みについてご報告いただき。

ます。なお、ご質問ご意見等は、後ほどまとめてお受けしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務局 それでは、重点施策の取り組みについてご説明させていただきます。重点施

策の取り組みについてをご覧ください。15年4月からスタートいたしました

本市の男女共同参画プランにおきましては、この計画の実効性を高めるため

に5つの重点施策を設定しております。この重点施策と申しますのは、緊急

かつ重要で、復数所管の連携を要するものを原則といたしまして、行政自ら

が推進すること。市民のエンパワーメントを支援すること。市民の力を必要

とすること。この3つの視点から設定をしているところでごさいます。本市

のプランの庁内推進体制といたしましては、市長を本部長といたしまして特

別職・部長級職員で構成いたします男女共同参画推進本部を設置しておりま

して、その下部組織といたしまして、関連所管及び各部庶務担当課の課長級

からなります推進本部幹事会を設置しています。この幹事会の幹事の皆さん

で関連所管に関わる幹事会幹事からなります重点施策推進部会というものを

設置しているところでございまして、この推進部会におきましては、それぞ

れ必要に応じまして、プロジェクトチームを設置できるということになって

おります。その5つの内容でございますが、１つは男女平等教育推進部会、

その次に審議会女性委員登用促進部会、次に一時保育推進部会、女性に対す

る暴力対策部会、最後に庁内モデル化推進部会というのを15年度から設けて

おりまして本年度16年度につきましても引き続き設置いたしまして取り組み

を進めてまいったところでございます。その5つの部会の内、3つにつきまし

ては本年もプロジェクトチームを設置して取り組んできたところでございま

す。この重点施策の取り組み期間でございますが、これはプランの中間年に

あたります平成19年度まで、できるだけ早い時期としてございます。今年度

は15年度に引き続きまして、5つの部会を設定して取り組んでまいったとこ

ろでございます。では、続きまして順次、本日は各部会のリーダーにお越し

いただいておりますので、各部会ごとに本年度の取り組み状況についてご説

明をさせていただきたいと思います。事務局からは以上です。

会 長 それでは、今おっしゃいましたように、引き続きまして男女平等教育推進部

会、部会リーダーの学校教育室室長及び主幹からご報告いただきます。

男女平等教 本年度は部会員7名、学校園における男女平等教育推進の概略につきまして

。 、 、育推進部会 簡単に報告させていただきます まず 本年度の取り組みといたしましては

報告のところにありますが、１.部会の構成、２.重点施策の内容、３.背景

とありますが、その４に有るように、昨年度に引き続き3つの方向性を柱と
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して進めました。1番下でございます。第1点目、とりわけ私ども重点課題と

して取り組みました学校園における男女平等教育ガイドライン「かがやき」

に基づいた取り組みの推進です。ガイドライン策定から3年経過する中で、

各学校園の進捗状況を調査・把握いたしました。その結果につきましては、

後ほどあらためてご報告させていただきます。第2点目の学校園における男

女混合名簿について、全校園実施に向けての取り組みでございます。昨年度

は実施していない中学校が4校ありましたが、平成16年度は１校が実施に踏

み切りまして、現在３校が実施していない状況であります。この３校につき

ましては、個別訪問や聞き取り調査をしております。混合名簿に踏みきらな

い主な理由というのが、導入に要する検討時間が少ないとか、保護者の声が

あがっていないとか事務処理上の問題などを聞いておるのですが、いずれも

導入しないことの理由に値するものではないと考えています。そのことが学

校全体の意向なのかといえば、そうとも言えずむしろ管理職の思い一つだと

思われます。従って、実施していない３校につきましては、男女平等教育の

趣旨をご理解いただくよう引き続き今後とも取り組んでまいります。第３点

目の推進研究校を指定し、研究及び実践を進めることです。本年度は多田中

学校において、委託研究をしていただきました。６月には全校生徒、教職員

及び保護者を交えて講演会を開催しております。取り組みの内容につきまし

て、次のぺージに本部会の取り組みの活動経過を記載しております。それで

は、別紙１の学校園における男女平等教育状況の調査結果につきまして、そ

の成果と課題につきまして概要を申しあげます。なお、この調査につきまし

ては平成１４年から現在に至るまでの３年間の推進状況となっています。ま

ず１‐１で各学校園において研修会や学習会の実施状況です。幼稚園は熱心

に取り組んでいる一方、半分以上の小学校は実施していなかった。理由とし

ては男女平等教育だけの研修・学習という時間がとれなかったことが主に上

げられます。学校現場では基礎基本の学力の徹底、道徳教育、総合学習のあ

り方、情報教育、環境教育、健康と安全教育、防災教育、福祉教育、食の教

育、特別支援教育、在日外国人教育など、非常に多岐にわたる教育の実践が

求められております。それこそ教職員自身の研究・研修時間が不足している

との認識をしております。しかしながら取り組んだ内容につきましては、昨

今の男女平等、男女共生に関わる理解の深まりへつながっている研究が行わ

れていると考えております。また、１－２のように研修・学習の対象なんで

すけれども、これからは、ＰＴＡ、保護者、地域を巻き込んだ取り組みがさ

らに求められるのではないかなあと考えております。２－１では隠れたカリ

キュラムの見直しを図るということの結果でございます。見直しをしている

小・中学校はいずれも半分程度でございますが、実践している学校の取り組

みがこれから他の学校園にも広がっていくよう、今後検討していきたいと考

えております。
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２－２の方では性教育の見直し推進で、これにつきましては、養護教諭との

連携がやはり重要であるとともにジェンダーフリーの視点に基づく実践が求

められると思われます。２－３では労働観、生き方、進路指導の見直しにつ

きましては、とりわけ小学校の高学年から男性の仕事女性の仕事などを考え

たり、男女雇用機会均等法を調べたりして仕事や労働への固定観念にとらわ

れない生き方を学ぶ取り組みが行われております。また、幼稚園においても

そういう意図的な保育が進められていると認識しております。２－４家庭・

地域との連携と啓発では、講演会や参観授業、懇談等で取り組んでおります

けれども、更なる啓発が必要であると考えております。３－１男女混合名簿

の実施につきましては、先ほど述べたとおりでございます。３－２及び３－

３では参考に児童・生徒への学習資料の中身、教育課程での実施時間等を調

査した結果でございます。以上調査結果につきましては今の時点での概略を

申したわけですけれど、更に詳しい成果と課題を取りまとめる必要があると

ともに、今後の取り組みの方向性につなげていきたいとそういうふうに考え

ております。以上です。

会 長 次に審議会女性委員登用促進部会につきまして、サブリーダー男女共同参画

課長よりご報告いただきます。

審議会女性 本部会のリーダーは政策室主幹ですが、本日は別途公務のため欠席しており

委員登用促 ます。重点施策の２番目、内容といたしましては市政に関わる意思決定、方

進部会 針決定における女性の参画促進ということで、審議会等への女性委員の登用

率４０％を目標値として、できるだけ早期に３０％を達成することを目標と

して審議を進めてきたところでございます。背景といたしましては、１４年

度、国では委員が２５％、兵庫県では２４．７％、川西市では女性プランの

最終年度で２２．６％のような状況でございました。それが現状では、資料

の審議会における女性委員登用状況一覧表の各年７月１日現在、これは政策

室の方でオール川西として調査していただいておるものなんですけれども、

１５年の７月男女共同参画プランがスタートした年につきましては、４１審

議会がありまして１２１人の女性委員がおられ、総数が４９８人でしたので

． 。 。２４ ３％ ちなみに昨年の１６年の７月につきましては対象審議会が３９

女性委員は変更無くして、総数は４８０人でしたので、２５．２％となって

。 、おります 裏面は男女共同参画課で調査しているものでございますけれども

、 、平成６年の女性プランがスタートした年につきましては ３５審議会があり

女性委員が６４人であり１４．８％でした。それがプラン最終年につきまし

ては、２２．６％で、１５年度末につきましては、２５．２％までわずかで

はありますけれども着実にアップしてきているようなところでございます。
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取り組みの方向性、４番でございますけれども、全ての審議会の状況につい

て把握し、女性委員の登用に向けてはどのような取り組みが必要であるか、

、 。また 女性委員の登用に向けてそれをするためにヒアリングを実施しました

ヒアリングの内容につきましては、委員構成、選出区分、委員数の見直しか

ら５番目までの女性委員の登用の困難な理由等につきましても、ヒアリング

を実施して各所管の方のご理解をいただいて登用を推進していこうとしてき

たところでございます。裏面にその内容を書いておりまして、5月17日の部

会において最終的に審議会への女性委員の参画促進のための基準づくりをし

ようというかたちで、進めてまいりました。ヒアリングについては9月に3日

それぞれ審議会を所管されております24の所管の40審議会についてヒアリン

グを実施し推進を依頼し、要請してきたところでございます。11月10日の部

会におきましても、基準についての詳細を、先週行われました幹事会の方で

その基準案についてのご説明をさせていただきました。その基準案が資料の

審議会等への女性の参画促進のための基準（案）というかたちで添付させて

いただいております。一方通行で強制的にお願いするのではなく、各課のご

理解をいただいて協力を得て、順次推進して審議会等の質等を落とすことな

く目的が達成できるように取り組んでいきたいと基準案を作成いたしまし

た。目的といたしましては、先ほど申しましたように、政策決定や方針決定

の過程への男女共同参画を推進するため、審議会の女性委員の参画を促進す

ることを目的とします。２、審議会等の定義につきましては地方自治法で規

定されています各行政委員会また、地方自治法138条の4の第3項等に規定さ

れております審議会等の付属機関、それと前2号に掲げるものか市の施策方

針の決定及び意思決定にあたり、その内容について審議し意見を目的として

設置する委員会、懇話会、協議会等を対象としております。選任にあたって

、 、は原則として １０分の３を下回らないように努めましょうというかたちで

その推進体制につきましては、毎年度開催しております推進本部において本

部長へ本部員からその内容につきまして報告していただくシステムを構築し

ようとしているところでございます。また、審議会等を所管される室、課長

推進本部の幹事会等にあたられる方なんですけれども、積極的な取り組みを

進めることを努力規定として設けさせていただいております。調査結果につ

いては広く市民の皆さんに公表していきたいと考えております。これにつき

ましては、また、本部会を3月23日に予定しておりますので、そちらの方で

ご承認を得て、17年度の4月1日から実施したいと考えております。審議会の

方の促進部会からは以上でございます。

会 長 続きまして、一時保育推進部会につきまして、リーダーのすこやか子ども室

主幹からご報告いただきます。
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一時保育推 一時保育推進部会の方からご報告させていただきます。重点施策の内容です

進部会 が具体的施策につきましては№47．48の子育て中の男女があらゆる活動に参

加できるよう保育体制を整備する。2番目にジェンダー問題の視点を持った

保育サポーターの養成を図るということです。背景でございますが、現在は

男女共同参画センターとすこやか子ども室、公民館、消費生活センター等に

おきまして、必要に応じて一時保育を実施しているところではありますが、

、 、保育サポーターの数とか保育場所の有無とか そのような事情によりまして

ニーズに答えられていないというのが状況でございます。講座の一時保育に

つきましては、保育者がボランティアで行っておりますけれども、ファミリ

ーサポートセンターや保育所における一時保育などを視野に入れながら、一

時保育の有料化等についても検討する段階にあるということでございます。

一時保育のサポーターでございますが、現在、このサポーター養成講座受講

生のその後で各グループの登録人数は、男女共同参画センターの「さんりん

しゃ」が9人と社会福祉協議会の登録グループ「どんぐり」が24人というよ

うな状況の中で、やはり、特に「どんぐり」の24人の方が大変高齢化してお

。 、られるような状況であると聞いております そのようなことを踏まえまして

絶対数を増やすということで保育サポーターの育成を図らなくてはならない

というような状況でございます。また、料金の方につきましては、市の方が

1講座2時間程度の講座に対しまして、一人当たり1,000円というような交通

費（謝礼）というような状況で費用を出しておりますが、それをどのように

今後していくのかというようなことを検討させていただきました。目的、取

り組み、方向性というものがございますが、目的につきましてはあらゆる活

動に参加できるよう一時保育サービスを拡大するということと、2点目につ

きましては一時保育のあり方、保育サポーターの養成、料金体系、一時保育

を受ける事業の範囲等を検討する。3点目としまして、ジェンダー問題の視

点を持った保育サポーターを育成するいうことでございます。取り組みの方

向性ですが、一時保育のあり方の検討に際しましては、利用者のニーズを把

握するためにアンケートを実施するということと、また、保育サポーターの

絶対数が不足しているので、その関係部署と連携を図りながら、各機関が連

携して一時保育の養成講座を企画していきたいというようなことを方向性と

して考えました。取り組み状況は、5月25日に16年度の部会を行いまして、

プロジェクトチームも４人でつくっておるのですけれども、そちらの方も引

き続き継続して実施するとともに、取り組みの方向性の一時保育の有料化に

つきましては、すべて有料にするのはどうかということで、部会としては基

本的には有料でもよいが、啓発事業、推進事業、相談業務等は無料の方向性

で、趣味や教養等の講座につきましては、有料でも良いのではないかという

論議を重ねております。公民館等の有料化の問題等も市の中でいろいろ論議

されている中で、17年度は見送りという方向が決まっております。



№11

従いまして、一時保育につきましても17年度は現状のまま、将来の課題とい

うことで、今後検討してまいりたいと考えております。2番目の一時保育サ

、 、ポーターの養成についてということですが 講座終了後の動向調査を実施し

、 、事業を実施するだけではなく 保育サポーターの育成を図るという目的から

その後のフォローをしていかなければならないということで検討してまいり

ます。一番最後の部会とＰＴの合同会議の中で、16年度の養成講座の実績、

並びに17年度の養成講座を引き続き実施していきたいということで話し合い

をしております。ＰＴの欄の2番目の保育室についてでございますが、17年

度につきまして、公民館の保育室がどのような状況かということを実態調査

していきたいというふうに考えております。保育サポーター養成講座の状況

ですが、16年5月1日～16年7月20日まで12回実施しており、6月12日の公開講

座、保育見学を追加いたしまして、合計14回実施してきたところでございま

す。受講者数ですが、女性が33人、男性が1人、合計34人の方に参加してい

ただきました。続きまして、サポーター養成講座の報告ということで、14回

「 」 、実施いたしまして 受講生のその後 の中のアンケートによる希望調査では

「さんりんしゃ」に希望されている方が7人 「どんぐり」は0人ということ。

でした 「さんりんしゃ」の7人の内、すでに5人の方が「さんりんしゃ」で。

ボランティアとして活躍されいます。以上でございます。

会 長 ありがとうございます。続きまして、女性に対する暴力対策部会リーダーの

福祉推進室主幹よりご報告お願いいたします。

女性に対す 暴力対策部会の報告をいたします。部会の構成ですが、部会員が5名、プロ

る暴力対策 ジェクトチームを設置しておりまして、これは6名からなっております。2点

部会 目の重点施策の内容の具体的施策のところですけれども、女性のための相談

事業を充実し、ＤＶに対応できる体制を整備するとともに、警察をはじめと

する関係機関の連携を強化するといった施策をあげております。背景でござ

いますけれども、平成13年の法律施行依頼、社会的な関心が高まっている。

あるいは市民意識調査の中でも、被害を受けたことがあるといったデーター

が出ているということも伺っておりまして、こういった法律成立あるいはメ

ディアでの報道などによって、ＤＶが人権侵害であるといった認識が広がっ

ています。事実、本市においても被害者からの相談が増加し、さらに、内容

も深刻化しており、一時保護されるケースも増えているといった背景もござ

います。次に目的・方向性でございますが、目的に2つ掲げておりまして、1

点目は川西市における関連機関による支援体制を整備する。2点目が市職員

関連機関の担当者、相談員等がＤＶへの認識を深め的確な支援をできるよう

各機関の役割や相談窓口、ネットワーク体制を明確にすることです。
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取り組みの方向性では、実態把握をする必要が不可欠であるといったことで

昨年度川西病院、警察、あるいは関係機関等でのアンケート調査・聞き取り

調査を行っておりますので、そのデーターも参考にしております。その結果

を踏まえまして、ＤＶ被害者支援に向けたハンドブックを作成するといった

ことを方向性の中に掲げております。5点目の取り組み内容でございますけ

れども、5月21日の部会におきましては （２）のハンドブックをＰＴにおい、

て作成するといったことで、準備を進めてまいりました。7月29日の本部会

議におきましても作成する承認を得て、会議を更に進めてまいりました。8

月27日までのところで、健康福祉部内での協議といった欄がございますけれ

ども、一時保護等の件数が増える中で、健康福祉部の中で、どこを窓口にす

るかいった問題もございました。そのことから、部内でＤＶ相談の窓口のこ

。 、とについて協議を行っております その検討結果を掲げておりますけれども

本市におけるＤＶ相談の主たる窓口は、男女共同参画センターという意味で

は変わらないのですけれども、福祉的な援護・育成・更生。こういった措置

を必要とする場合には健康福祉部においては、18歳未満の児童がいる場合に

はすこやか子ども室の子育て支援担当が窓口となっている。子どもがいない

世帯は福祉推進室の生活支援担当が窓口となっている。当然、協議をしなが

ら進めてまいりますけれども、こいういった事柄も確認しているところでご

ざいます。12月22日にＰＴを開催しておりまして、①ＤＶ相談カード②ハン

ドブック③マニュアルの作成の内容について検討しています。この中身につ

きまして、①ＤＶ相談カードは広く窓口等で市民の方、あるいは相談者等に

利用してもらうために作成したものです。②ＤＶ被害者を支援するためのハ

ンドブックにつきましては一部は先ほどご紹介いたしました「ぱれっとの第

4号」と重複する部分がありますけれども、これもできるだけ広くご利用し

てもらうための案としてまとまっているところでございます。③ＤＶ被害者

を支援するためのマニュアルは、各相談窓口でできるような事柄、あるいは

一時保護の場所とかいったことが書かれてありますので取扱注意ということ

で、相談にあたる職員が持つ内容として案としてまとまっております。これ

につきましても3月中に製本できたらということでＰＴの方で準備しており

ます。2月15日にＰＴが開かれまして、ＤＶネットワーク会議のことが話題

になっております。これにつきましても、これまでもあったわけですけれど

も更に中身を明確化する必要があるということで、ネットワーク会議の設置

要綱の案をつけております。第2条の協議事項等としては各課の取り組みに

ついての情報交換、ＤＶ対策についての研究協議、事例研究等々の事項を掲

げまして、構成団体としては庁内組織に加えまして警察署、あるいは健康福

祉事務所等と一緒にこのネットワーク会議を正式に維持していきたいといっ

た案がこのＰＴからも提出されているところでございます。以上が暴力対策

部会からの報告です。
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会 長 ありがとうございました。最後は庁内モデル化推進部会のリーダー広報課長

からご報告いただきます。

庁内モデル 庁内モデル化推進部会の方からご報告させていただきます。部会の構成です

化推進部会 が、5名でもって構成しております。広報課、職員課、総務調整室（教育委

員会教職員担当 、男女共同参画課この関係課が集まりまして部会を構成し）

ております。２番の重点施策の内容ですけれども、基本課題１７男女参画推

進体制の充実。その中の具体的な施策といたしまして、庁内男女共同参画モ

デル化推進プロジェクトを立ち上げ、庁内体制の整備を図るといったことが

このプランの中でも言われておりまして、この庁内モデル化推進部会の中で

検討していきましょうといったことが内容でございます。背景は、国の方で

法が定められ、県の方でも取り組みが進められ、川西市の方でも男女共同参

画プランが１５年度に策定となり、率先いたしまして男女共同参画を推進し

ようと。特に川西市役所がモデル事業となるような取り組みを進めていきま

しょうといったことが背景にございます。４番目に目的、取り組みの方向性

でございますけれども、そういった川西市の取り組みを市役所自らが男女共

同参画を推進するための機能を果たしていこうといった観点で、見直しと整

備を行っていこうというふうに考えております。取り組みの方向性ですけれ

ども、４つあげております。１．固定的な性役割にとらわれずに活躍できる

場の拡大。２.すべての職員が能力を発揮できる職場環境づくり。３．地域

家庭生活と職業生活の両立支援。４．ジェンダーフリーな表現の発信。とい

った課題を男女共同参画モデル化プロジェクトといったものに置き換えまし

、 。て 具体的な施策を示しながら進めていこうといったことを考えております

これが１５年度に策定いたしまして、１６年度に配布し、実施しているモデ

ル化プロジェクトでございます。資料７として添付いたしております。そう

いうかたちで策定したものでございます。この取り組み内容ですけれども、

５月２６日に部会を開催いたしまして、川西市の男女共同参画モデル化プロ

ジェクト案について検討を加えてございます。１５年度に策定をしたもので

ございますので、データーが古いということで、１６年度分に差し替えをい

たしまして、一部文言も訂正いたしまして、推進本部、また幹事会に承認を

受けるための準備作業として開催したものでございます。その後７月２９日

及び８月１０日に推進本部会議、幹事会議をもちまして、このプロジェクト

の冊子の配布説明をいたしまして、本部会議では承認を得、幹事会では全庁

に向けて周知をする旨の報告をさせていただいております。８月３０日には

プロジェクトの内容を庁内ＬＡＮということで全職員に通知できる体制がご

ざいますので、この庁内ＬＡＮに載せまして全庁に向けての周知を行ったと

ころでございます。これが男女共同参画モデル化プロジェクトを全庁的に進
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めようといった取り組みを全庁的に広げていった内容でございまして、その

後、後半の部会の活動でございますけれども、１１月１５日に次世代育成支

援対策推進法に基づき特定事業主行動計画の策定についての協議を行ってい

るところでございます。これは職員課が担当をいたしておりまして、特に男

女共同参画社会づくりと関連が深いといったことから職員課の作成する行動

計画に庁内推進部会のメンバーも加わりまして、一緒に協議・検討をさせて

。 、いただいたといったものでございます この行動計画でございますけれども

ご存知のように、１５年７月に公布された支援対策推進法に基づき地方公共

団体で特定事業主の行動計画を策定することといったことが義務付けられて

、 。おりますことから 今回行動計画を策定してきたといった経緯がございます

男女の別無く仕事と家庭の両立をめざし、行動計画を策定いたしまして、庁

内の職員が働きやすい職場環境づくりに向けての取り組みの一環でございま

す。この概要に従いまして、若干説明をさせていただきたいと思います。目

、 、的は 仕事と家庭の両立ということを目的としているわけなんですけれども

計画期間を１７年４月１日～２２年３月３１日までの５年間としています。

実施内容といたしましては、１．啓発といったことで、１）情報提供、パン

フレットの作成とか研修の実施とか、管理職への周知、子育て・キャリアア

ドバイザーの設置といったことで、これは一つ新しい要件として加えていた

だいたことがございます。特に職場での子育てをしようとする職員のバック

アップができればといったことを考えての設置でございます。これは決定で

はございませんけれども、予定では１７年度から募集し、実行ができればと

いったことで考えております。相談窓口でございますけれども、制度等の問

い合わせ等に担当課であるとか職員課が受けることとかを明確化していくこ

とが必要ではないかなあといったことでございます。こういった職員に対し

て諸制度を利用しやすいような環境づくりをめざしての啓発もこの中にうた

いこんでおります。2つ目には出産・育児に関する休暇、有休の取得促進に

ついて検討してまいりました。１、父親、母親になることが分かった時に、

職場全体で支える環境づくりを構築していきましょう。２、母体及び胎児の

保護、健康管理。３、子どもの出生時における連続休暇が取れるような体制

づくり。４、育児休暇、看護休暇など職場の支援が必要な部分についてはう

たっていきましょうという内容で検討しております。3つ目には超過勤務の

縮減です。子育て中の職員または職員の活力の維持、健康管理上からすべて

の職員にとって必要な取り組みであるといったことから、今後も超過勤務の

。 、縮減に努める ということでノー残業デーの徹底を図りましょうであるとか

縮減に向けての月間の創設であるとかいったことを決める必要性があるので

はないかと考えております。4つ目に年次休暇取得の促進でございます。職

場環境、取得しやすい雰囲気づくりを図っていかなければいけないだろうな

と。
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取得しやすいことと職場の仕事がはかどる体制も整えなければいけないだろ

うと両方の面からのことをこの中でも明確にしようというのが狙いでござい

ます。5つ目には職場による支援ということで、職員体制のこと、育児休業

取得中の職員への支援をどういうかたちで行おうかといったことがあげられ

ております。6つ目にはその他の取り組みといたしまして、１、来庁される

方に対しても、より市役所に来やすいような体制も考える必要があるのでは

ないかなと。２、地域活動への参加ということで、職員が地域活動に参加し

やすいような体制づくりもこの中でうたってございます。こういった行動計

画を同じような土俵で検討させていただきまして、今後、職員課の方で決裁

をとりまして、17年4月1日から実施をしていきたいというふうなところで今

現在、準備を進めているものでございます。その後、男女共同参画モデル化

プロジェクトを中心にいたしまして、より推進が進むような方向で今後も部

会を開催いたしまして取り組んでいきたいと考えております。以上でござい

ます。

会 長 ありがとうございました。以上で報告は終わりましたけれども、これまでの

ご報告とご説明に関しまして、ご質問ご意見をいただきたいと思います。は

じめに（１ （２）に関連してのご意見、ご質問がございましたらお願いし）、

ます。

委 員 男女共同参画推進事業のジェンダー問題職員研修会についてですけれども、

そこに参加者数がそれぞれ課長職以上47人、課長補佐職以下45人、ＤＶ対応

関連職員32人（市民6人）と書いてあるのですけれども、何人を対象にこれ

を実施し、対象にした人全員が参加したのか、あるいはその内何人が参加し

たのかがこれを見る限り分からないので、その辺をご説明いただければと思

っているのですけれども。

事務局 対象は、業務中の研修になりますので、各所属できるだけ、代理も含めて一

人ぐらいのかたちをとっておりますので、対象はもっと多いです。きちっと

した数字が出れば良いのですけれども、市長部局だけを取りましても、課長

級でしたら69人、室長・部長を含めましたら100人ぐらいおりますので、そ

の中でも、幹事会の幹事等を中心に実施しております。大体毎年これぐらい

の参加人数で、継続的に実施しています。アンケートを見ていただいたら分

かりますように、2回～5回とか初めての方も当然おられますけれども、11回

以上の方もおられて、繰り返し行うことによって受けていただくというよう

な予定をしております。課長補佐職以下につきましても、課長補佐級だけで

も100人ほどおりますので、一同に全部会して行うというわけにはまいりま

せんので各課一人参加ということで実施しております。
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ＤＶについては、ほぼ担当されている方は参加していただいたというような

状況でございます。ハイパーとか通知文書で各所属へ依頼しております。機

構図を持ち合わせておりませんのではっきりとした数字ではございません

、 、 。が 所属は約100ぐらいありますので そこにはすべて依頼をしております

会 長 関連してなんですが、感想を読ませていただきますと、男性にちょっとネガ

ティブな発想が多いですね。たぶん、いいお話だったのではないかと思うの

ですが、女性ばかりが講師になってらっしゃいますので、共感を得られなか

った面があるのかも知れないと思います。そういう面では、男性の講師とい

うことも今後お考えになったらいかがかなというふうに思いました。他にご

ざいませんでしょうか。

委 員 この感想の中に出てまりますが 「ＤＶの現状は理解できた。解決は離別の、

みか 」というところがとても気になるんですが、加害者に対するカウンセ。

リングというのを行う方がよりよいのではないかと思うのです。加害者はど

うしても何か大きな心の中の闇を抱えているのではないかと。それが治らな

い内は、暴力というものはとまらないのではないかと考えておりますが。加

害者に対するカウンセリングについてはいかがでしょうか。

事務局 なかなか加害者の方のことについては、非常に難しい問題であって、自ら進

んで男女共同参画センターの講座等へも出てきていただければある程度研修

機会もあるのですけれども、なかなかそういうのも難しいと感じています。

情報紙「ぱれっと」第4号の方でも一応、兵庫県が実施されております相談

とか、民間でされております「男のためのしゃべり場」非暴力ネットワーク

主催の相談日とか、悩みのホットラインなど、できるだけＰＲして実施して

。 、 、まりたいと思います 何か良い方法とかご意見ご提案がありましたら また

教えていただきましたら、それにそって検討を加えてきたいと思っておりま

す。先ほど会長がおっしゃいました、男性の講座講師につきましてもすばら

しい講師の方がおられ、ご紹介いただきましたら、積極的に採用してまいり

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。

委 員 今のことに関連してですけれども、県の方でも男性相談をはじめておるので

すが、男女共同参画ということですから、どちらが参加しても良いのですけ

れども、今までは女性の相談というのがどうしても中心になるし、それが必

要だったわけですが、今おっしゃたように、ＤＶなんかで確かに実際に起こ

した男性というのは来るかどうかというのはいろいろ難しい問題はあるけれ

ども、自分自身である程度、可能性を秘めているということを意識している

者は、そういう男性相談に来る場合もあるわけですね。ですから、意識的に
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そういった人への呼びかけといいますか、そういった努力というものはいる

のだろうなと思うのですね。相談する部屋を開いたからといってすぐに来る

とは限らないのですが、そういうことを意識づけるという取り組みというも

のを何かいろんなかたちで工夫していただいたらというような気がしており

ます。

委 員 女性フォーラム実行委員というものを経験してきたもので、そういう立場で

私もセンター事業としての男女共同参画推進委員会とか、情報紙「パレット

」 、 、かわにし の編集など 市民が関わっている部分にちょっと関心があるので

特に記録集なんですけれども、これだけ見てもかなり立派なものができてき

ているなと。そういう一つのものから、市民力養成エンパワーメントに関す

る側面後方支援ついての今後の方策についてお伺いしたい。今日、代々の記

録集をちょっと持ってきたのですけれども、こういうふうに実行委員会で記

録集をつくってきたのですね。がんばってつくってきたのですが、本当に手

作り観のあるものなんです。これは市民がそういうことに参画しながら、自

分達で市民力をつけていくそういう一つのプロセスでもあったように思うの

です。その辺で、この今回の記録集を作成していく過程では、どういうふう

に市民への積極的な支援とか関わりとか、エンパワーのための方策をとって

いかれたのか伺ってみたいのですけれども。

事務局 エンパワーメント、市民力養成、講座研修会、先ほどからいっています男女

共同参画推進委員会、1年では無く任期2年で。パレットかわにしの編集委員

も公募でセンターと協働でというかたちで実施しております。昨年度のフォ

ーラムにつきましては、市制50周年ですので「少し立派なものを」というこ

とで少しがんばってセンターも課も力を入れましたけれども、基本的には男

女共同参画推進委員の市民力アップを目的としていますので、中心には13人

の委員が、毎週のように各班ごとに出てきていただいてセンターで事業をし

ていただくと。それを本庁の課なりセンターが後方支援させていただいて作

、 。 、成できたものですので 今までの記録集と基本的には変わりはないと ただ

、 、50周年ですので センターと事務局の方で力を入れた点はありますけれども

方法とかシステム的には変わりはありません。今後とも参画と協働、パート

ナーシップの行政を推進していくというような活動拠点、全面的な事業拠点

を「パレットかわにし」男女共同参画センターがそうなるべきだと思ってお

りますので、今後とも市民の皆さんの力を借りて実施する中で市民力を養成

していただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。

委 員 借りてではなく、一緒にやっていこうという、市民側にも問題があるのです

けれども、市民側にもある程度任せていくようなそういう覚悟というものが
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来年度の新規募集に向けてあるのでしょうか。

事務局 もちろん新規募集をしていきますので、市民力がエンパワーされていく、さ

れてくるほど、市民の方が前面にたってやっていただけるのではないかと期

待しております。

会 長 他にございませんでしょうか。

次に（３）の重点施策の取り組みについてのご報告に関するご質問、ご意見

をお願いいたします。

委 員 第一の男女平等教育推進の方の部会の関係ですけれども、平成15年度の男女

共同参画プランの取り組み状況の中の7ページに書かれているところの「指

導主事が人事配置上、教育委員会事務局に希望する教員が不在であった 」。

ということが出ていまして、ある意味で庁内での職場拡大の問題ともつなが

るのかもわかりませんが、ちょっとこの意味がわかりにくかったんですね。

これで言うと指導主事というのは希望してなるかのように見えるのですが、

果たしてそういうものなのかどうかということが1点です。もう1点は、この

混合名簿の問題に関連して、できない理由としてあがっているのが成績管理

のために難しいようなそういう理由があげられているのですけれども、これ

の意味がよくわからないということですね。この2つについてわかっている

ことがあればお答えいただけますでしょうか。

男女平等教 まず、1点目なんですが、ここに書かれております指導主事は人事配置上、

育推進部会 教育委員会事務局に希望する教員が不在であったということですけれども、

設問そのものが校長、教頭、指導主事への女性への登用を積極的に図るとい

う中で書かれたものでございます。ここに書かれている意味は、一般的に指

導主事は試験を受けて教育委員会へというかたちになるわけですけれども、

県教委の指導主事の取り扱いはそのようになっております。市教委の指導主

事につきましては、そうではなく、学校長の推薦を受けてこちらに上がって

くることに現在なっておりますが、比較的女性が管理職、指導主事を含めて

希望を出されるということが結構難しい、少ない状況になっているというこ

とであります。特に、これは兵庫県あるいは川西市だけではなくて、全国的

な問題で、女性だけではなく、管理職そのものが非常にこう負担の大きい仕

事であるということで、女性以外にも男性の中からも優れた能力を持ってい

る男性教員も希望する度合いが出て来づらい状況でありまして、そういう中

で女性を見ると女性にとっては魅力的な職業であると見えていないというこ

との反映であるといえます。ただ、教育委員会の学校長を通しまして、優れ
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た先生をできる限り登用したいという意向は伝えておりますので、それに沿

ってお願いしているわけですけれども、現実的にはこういった状況になって

いるということであります。2点目なんですが、男女混合名簿について、実

施していない学校の校長の方にそのあたりどうなんですかということで、い

ろいろ個々理由はあがってはきているんですけれども、本心は抵抗感はある

なあと、男女共生、男女平等について。結局突き詰めれば、私の思いとして

は、そういうふうに受け止めざるを得ない。今、おっしゃられた通りに成績

処理にしても、パソコンですればすぐ男女混合別にもなりますし、結局それ

は表面上の理由でしかないなあというあたりで、そのあたりの管理職全体を

含めた部分の研修というか働きかけというのがやはり大事だろうなあという

ところです。

委 員 先ほど委員が言われたようにですね、この重点施策の別紙の裏面のところに

書いてありますよね。３－１学校園において混合名簿を実施していないとい

うここにある理由は、まさに、本当はやりたくないので、あえて理由を探し

てこじつけたというので、こんなのがですね、例えば、学力を保障するため

に忙しいから、検討するに至っていないなんて、すぐにやっているわけでは

なくて数年かけてやっていますよね。これは。こういうことがどうしてこう

いうふうになるのかこれ不思議に思うのですよね。まあ、混合名簿に関して

は東京都の委員会なんかはちょっと違うようなことも言ったりして、いろい

ろ社会的にも意見があるようなところですけれども、ある意味ではこれはす

ごく、すぐにできる話かなあとずいぶん思っているところもあるんですけれ

ども、これがなかなかできないのがすごく不思議に思う部分もあるんですけ

れどもね。

、 。 、男女平等教 合わせて 私の方からも一言お願いいたします ここに書かれている理由は

育推進部会 私どもの方からご報告いたしましたように、理由でない理由というように私

どもは捕らえているわけですけれども、その学校側は単に邪魔くさいとかい

うわけでもないようなんですね。もちろんここに私どもがうたっております

男女平等教育はどの学校もしないといけないと捕らえていると。ただ、方途

の問題であると学校は捉えるんですね。これは一つの方途なんだと。名簿は

、 。一つの方途であって 教育そのものは一生懸命男女平等教育を進めていると

例えば、方途だということは一つの慣習に基づいているということがありま

して、その方が楽だというふうにずっと来ているわけですね。例えば、避難

訓練で子どもが集まりましたが 「何年何組男子何名女子何名。全員おりま、

した 」というふうに未だにやっているところがあるわけですね。これは慣。

習としてそれはもうずうっとそうであることが当たり前だというかたちで来

ている。
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ところが、男子・女子関係なしに名簿を混合にするということに対して、そ

うすると今度はどういうふうにしていろんな学校での日常的なありふれた慣

、 。習に対して こなしていけば良いのかという抵抗が出て来るわけであります

実際に今年、多田中学校が研究校して受けてくださって、やってみたらそん

なことなかったよ。ということが見えてきていますので、これは大事にした

いなと。人事を通して先生方も毎年変わっていきますので、私どもが教育委

員会の方として、これはとっても大事なことですからすぐにやってください

というものではなくて 「制度をとにかくやって行きましょう。できる限り、

早い内にやりましょう 」という中でやっておりますので、あまり強制せず。

に学校ができるところからやってください。教育は教育で当然やっています

ので、そういった方途としての諸問題という取扱が実は男女共同参画の意識

と実はずれているのですよということも含めながら、努力をしていきたい。

これはもう続けていかないといけないことであると私は今捕らえておりま

す。そういう意味で、学校が全て閉ざしていてということではないというこ

ともまたご理解いただけたらありがたいなと思っております。

会 長 私が驚きましたのは、教育研究委託事業の講師の方が日本会議のメンバーな

んですね。どういうふうにご指名されたのかなと思って大変危惧いたしまし

たけれども。なるほど、テレビ等に出てずいぶん有名な方でありますけれど

も、どうも男女平等推進教育の講師としてふさわしいとは思えないのですけ

れども。大丈夫だったのかしらという危惧がございます。

委 員 それに関連して、こういう講師選定はどこで企画して実施されておられるの

でしょうか。

男女平等推 今、出ておりますのは、多田中学校で行われました研修ということですが、

進部会 それは、1年間通して教育委員会の方からこういう勉強をしてくださいとい

うことで、混合名簿も入っていますし、普段の子ども達のかくれたカリキュ

ラムという言葉を私たちは使っていますけれども、男の子らしさ、女の子ら

しさというような通常行われているような何気ない会話の中にも、教育の筋

があるということで、1年間の研究をお願いしたわけですね。従って、お願

いされた側としては、研修を進めるにあたっては、私どもの方で研修の講師

を選びたいということになってまいります。従いまして、学校側から、講師

がいないので紹介してもらえませんかという話がくれば、私どもも一緒にや

、 、りますが 企画した限りにおいてはその主体性を大事にしたいということで

結果的にはこのようなことになっているということであります。それから、

教育委員会がやっております研修会、例えば、私どもがやっております教職
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員研修8月10日の分は、教育委員会の方から毎年課題に合わせて、今年はこ

の先生にお願いしたいというふうに選んでおります。従いまして、委託先が

決める場合、主体性をもつ例えば幼稚園が決める場合、例えば2月7日の東谷

幼稚園内研修、あるいは教育委員会が決める場合とまちまちに分かれている

ということと、相談があればそれぞれが講師の先生を探してというかたちを

とっておるということをお伝えします。

委 員 混合名簿のことに関しまして、別紙１の分で、学校園における男女平等教育

推進状況調査結果というもののなかで、幼稚園、小学校、中学校、養護学校

というかたちで、きっちり出していただいているのですが、以前にこの審議

会で話題になったことだと思うのですが、比較的、幼稚園、中学校は実施が

小学校に比べて進んでいると。そういう幼稚園から段階的に進級していく中

で、子どもたちというのは、こう体験したことを非常にすんなりと受け入れ

られると。それは幼稚園で備わりまして、小学校で一進一退となる中で、中

学校でまた積極的になるという、こういう一貫性がちょっと乏しいという中

で、子どもたちの中でも進んでいきますし、せっかく幼稚園で、ご家族の中

でそれから学んでいく場で非常にいい環境できた中で 、小学校であら違う

んだなあということで何となくまた体感してしまい、中学校でまた混合名簿

、 、 、 、に戻るというそういうことよりも 幼稚園 小学校 中学校の先生方の中で

ちょっと１つのネットワークといいますか、話し合いの場といいうか、連携

を図っていただくという必要は十分あるのではないかなあという感じは、以

前も私申しあげたような気がするんですが。この表を見ますとやはり取り組

んでいないところが未だに小学校はかなりあると。その事情もわかったわけ

なんですけれども、この事情もなかな希望的観測だなあということがござい

ますので、幼稚園、中学校の現状のあり方、進んでいる理由というのを、小

学校の6年間というのは長い期間ですので、少しこれは課題だと思いますの

で、幼稚園、小学校、中学校の教職員の連携を、至急、管理職のミーティン

グの場を形成していただければありがたいという話であります。

男女平等教 一つ一つにお答えしていくかたちになりますが、貴重なご意見で、このご意

育推進部会 見は昨年の3月25日の審議会での去年のお声をいただいて、これを受けて私

ども進めているわけですけれども、学校と教育委員会、審議会というものも

そうなんですが、学校というものは私たちが行って「ああしなさいこうしな

さい」と言えるものか。そうではないものがあるのですよね。学校には学校

の主体性をもってやらなければいけない。例えば教育委員会と学校の関係だ

けをいいましたら、学校は教育課程の編成権を持っていますので、どういう

教育を進めていくかは、地域の実態とか子どもの実態にあわせてつくってい
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く。これが学校の特色になっていくわけですよね。私どもは条件整備を中心

にしながら、当然、学校として、どの学校も共通施策を含めながらお願いし

ていくことが出てくるわけですよね。従って、学校の方はそれを受けながら

学校で消化していくということになるわけですね。今のように混合名簿一つ

捕らえて、幼稚園では混合名簿をやっている。小学校でやっている。中学校

でできない、やっていない学校がある。とこう行きますと、あらぐらぐらす

るなという感じがしますが、学校の側から見ましたら、家庭科室が東にあろ

うと西にあろうと学校によっては違うのと同じように、何も子どもが変わっ

たことに名簿が左右するということにはなっていない。子どもが名簿をさわ

って、その名簿を使って何か仕事をする時には、あれ小学校はこうだったの

、 、 、に 中学校はおかしいということになるのですけれども すべて使っている

名簿を使って処理をしているのは先生でありまして、子どもがどうのこうの

ということがないとなりますと、今のところ、私どもの方にも、市民である

保護者から生徒からおかしいじゃないですかという声が、私どもの方に届い

ていない。従って、子どもの方にとっては、一貫して、混合であろうと無か

、 、ろうと 友達に対しては同じような取り扱いでグループ化をしていますから

そう大きな違いも無く上にあがっていけると。最近、高校も男女混合名簿を

使い出しましたね。生徒がその名簿を使ってどうのこうのということはあま

。 、 。り無いですね 従って 中学校の先生が小学校へ来られたら戸惑うのですね

小学校から中学校に行かれても困る。同じ中学校でも混合名簿を扱っている

学校と今取り組み出した学校とまだやっていない学校がある。異動によって

は大きなつまずきがあるんですね。これが時代の流れに合わせて男女混合名

簿の方へ向かっていますよということは意識づいているんですね。学校とし

ては。後はちょっとした抵抗で、たぶん校長先生が窓口になって 「これは、

やっぱ変えようよ 」職員の中にも「変えた方がいいのではないかな 」とい。 。

う声を持っていますから、動いていく可能性があると。従って、私どもが働

きかけて、後３校ですから、７校の内後３校ですが、１校今年理解してくだ

さいましたので、来年もまた一校というかたちで進めて行きたいなというの

が狙いであります。従いまして、幼稚園、小学校、中学校の連携は、連携の

中でこういう話題は出てくれば、取り扱っていきますが、このために集まっ

てくださいというのはやはりとりにくいというのが正直な気持ちでありま

す。もう一つは先ほどのアンケートで、ある学校は実施した、ある学校は実

施しない。特に授業の中、あるいは学習会の中でとありますけれども、授業

一つ捉えましたら男女共生に関する、あるいは共同参画に関する授業という

のは、授業の中に無いわけなんですね。もしあるとすれば道徳の時間の取扱

になってくる。道徳は年間３４時間～３５時間なんですね。小学校１年生は

３４時間、２年生～中学校３年生までは３５時間。年間ですよ。年間の中に

その時間があって、これを計画的にやりなさい。
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しかも道徳は大きく４つの領域に分かれていまして、人間についてとか、生

命についてとか、そういうジャンルがありますので、その中でその授業を授

業として食い込んで行こうと考えましたら、人権でもやっていこうとこうな

、 。っていきますから ３５時間の内よく取れても３時間取れたらよく取れた方

これが仮に１０時間やっている、１５時間やっているということになります

と逆に疑わしくなるのですね。従って教育課程の中で正規の授業として行う

のは本当に１時間～３時間ぐらい。その中でやってくださる年もあれば男女

共同参画だけでいけば、あるいはジェンダー問題だけで行けば、やる年もあ

ればやらない年も出てくるし、やる学年もあればやらない学年も出てくる。

発達段階にあわせて高学年は毎年やっているけれど低学年はやっていないと

いうケースも出てくるということが実態としてあるということであります。

従って、私どもは隠れた教育課程とかカリキュラムとかをよく使っておりま

すけれども、教育課程の中ですることは限度がございますけれども、普段の

先生の言動とか、あるいは休み時間、教育課程外の中で 「あなたは男の子、

なんだから男の子らしくしなさい」というようなかたちでの隠れたカリキュ

ラムがあるということを大事にしていこうと。従いまして、研修以上にその

方に目を向けていただいておるところでございます。ということでそのこと

にもご理解いただけたらと思います。

。 、会 長 ありがとうございました 教育部会にご質問が集中しているのですけれども

他の部会についていかがでございましょう。

委 員 一時保育に関して、特に併設されている市民活動センターで中間支援組織と

していろんな講座をよく企画するものですから、保育をお願いするのも多い

もので、現場での話というのを聞いていますとなかな難しい点があるかなと

いうのが見えましたので、講座、講座の組み方、講座中講座後のフォロー受

け皿づくりについて提案的にいくつか考えてきたことがあるのですけれど

も、例えば、講座の組み方、これを何年もやってらっしゃって、少しずつ改

良を加えながらしてらっしゃってとても市民の立場からいうと心強い企画だ

と思っております。しかし、これを利用しながら途中段階で講座受講生同士

のもっと交流仲間作りを、早い段階でもって行けばよいのではないかと。例

えば、見学などは早めに持っていくと、見学の機会を捕らえて講座生同士が

知り合いになれるとか、見学が難しければワークショップ的なものを早い段

階に入れていく。長い講座であればあるほどそこで良い効果が出てくるので

はないかというふうに思うのですね。具体的な技術的なこと知識的なことも

いると思うのですけれども、後現場で、この講座を終えられた方の話なんか
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を聞いていくと、なかなか立ち上げまで至りにくい。最後のところで、行政

の方も苦慮しているように見えるので、例えば、謝金の問題とか、立ち上げ

かけたけれどうまくいかなかったのは、実際に動いて行く上でのシステムが

整備されていないとか、細かいことを言えば、私どもは土・日に講座を企画

するのですけれども、土・日の保育にはできないとか、そこら辺はとてもジ

、 。ェンダー的なものが深く関わっているものがあって 土・日は動けませんと

あるいは継続的に講座対応する時にも、継続的には保育できる人がいないの

で確保できませんとか、あるいは組織的には継続化していくために、運営し

ていくための資金的な問題があるなどあるんですね。その辺で講座をするだ

けでなくその間で、また、具体的に起業していくような、ボランティア的に

とどめるのか、あるいは起業なところまで積極的な支援というか、既に立ち

上げてきたグループの紹介あるいは各種相談の紹介、そういうのを講座の中

に込めていくと、具体的なこの講座を修了した時の受け皿的な目標、目的ま

、 。では行かなくても 目標的なものが見えてくるのでないかなと思うんですね

そういう意味で、行政ほど情報量の豊富なところは無いのですから、そうい

うところで情報提供していくのは貴重な後方、側面支援だと私は市民の立場

から考えます。こういうかたちで、この保育サポーターに限らず、推進委員

なんかにしても、コミュニティワーカーへの受け皿とか、必ず途中に次の手

がかりとなるものを明示したり、きっかけづくりというかたちで支援してい

ただけるととても良いのではないかなと提案として申しあげさせていただき

ます。

会 長 ありがとうございます。

事務局 昨年の審議会でも委員からご提案いただいたことがありましたが、それは講

座の中で交流会を早い時期にということでした。それにつきましては、１６

年度につきましては３回目に「協働と子育て 保育ボランティアって？ファ

ミリーサポートセンターって？」というところで、交流会を実施しておりま

す。この講座で保育サポーターとして一部ではありますが専門的な学習がで

きたということで、アンケートを早い時期に行っております。そのアンケー

、「 」 「 」、「 」トの中で さんりんしゃ や どんぐり ファミリーサポートセンター

等の活動内容を紹介し、修了生でのグループ発足の呼びかけや、男女共同参

画センター、社会福祉協議会、ボランティア活動センターへの人材登録の案

内などを行っております。貴重なご意見、今後の参考にさせていただきたい

と思います。

委 員 年々、活躍される方が増えることを切に願っています。
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会 長 そろそろお時間なんですが、10分ぐらいお時間を延長させていただいてよろ

しいでしょうか。ご異議が無ければ。12時10分までということでご了解いた

。 。だきたいと思います 他に重点施策部会について何かございますでしょうか

委 員 暴力対策部会のところでこのカードを作ってくださったということですごく

、 、嬉しかったのですけれども 私が聞き逃したのかも知れないのですけれども

このカードはどういうところに置かれるのでしょうか。

事務局 各行政機関の窓口、他市の男女共同参画センターであるとか、警察など考え

られる窓口には置こうと思っております。

委 員 それは、男女関係無く見えるところに置かれるということですね。

事務局 はい、そうです。

委 員 基本課題４の中の審議会等への女性の参画促進に関して、2点伺いたい。ま

ずは、審議会への女性参画促進の基準案というものを作られていますよね。

「審議会等」という定義がありますが、まず、地方自治法での審議会という

ものがあります。その次に地方自治法以外の法律に基づく審議会も入ってい

ると思うのですが （２）の文面を見ますと、審議会等の附属機関と書いて、

ありまして、地方自治法以外の審議会というのがこの中に入っているかどう

か、その表現では定かでないのでその点と、もう一つ実績の表というのがそ

の次にありまして、平成12年から16年について、女性委員ゼロの審議会の名

前があがっております。平成12年から16年までずっとゼロの委員会がかなり

ありますよね。するとこういう審議会は女性の委員を一人入れるということ

に対してどういうふうな会合されているか非常に不思議だし、審議会の名前

を見ますと、これに該当するような適切な女性委員がいないということはと

ても考えられなくて、例えば、損害評価だったら弁護士なんかすぐできる話

、 、だし 予防なんかであれば医者の免許があれば適切な方がいるはずですから

弁護士や医師なんかは必ず複数の方は絶対いらっしゃるような委員会だとい

うふうに思うのですけれども。そのことについてお尋ねしたい。

事務局 定義の方なんですけれども、これは地方自治法、条例等で設置する審議会を

うたってます。それ以外のものについては（３）の方の市の施策・方針、市

の条例、規則、要綱とかで決める中で、市の施策方針決定をする旨について

はここで拾い上げていますが詳細については後日検討します。ゼロの審議会

についてはこれだけの年数をかけてもできない理由がそれぞれありまし
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て、公務災害補償等審議会なんかでしたら阪神間すべて一緒で、伊丹も宝塚

も川西もすべて同じ委員がこの審査会を構成されているような状況です。ま

た、予防接種健康被害調査委員会などは、兵庫県の方から県立子ども病院の

医師とかの紹介によっています。県の方でも男女共同参画を取り組んでおり

ますので、そこで女性の委員を紹介していただいたら、即解決するのではな

いかなと思っております。次の損害評価会などは、これは水稲共済のため立

ち上げているのですけれども、水稲経営をされている女性の方が、川西市で

はなかなかいないので、その損害評価をされるにふさわしい人材が確保でき

ない。もっと農業が盛んな市であればそういう方も出てこられると思うので

すけれども、ご存知のように川西市の方は都市近郊農業で、不動産の管理と

かと併用でやられている農家が多く、この損害評価は水稲損害評価ですので

水稲を主に農業経営されている農家は川西市ではほとんど皆無に近い状況の

、 、 。中で 地方自治法上必要設置審議会ですので これもなかなか難しいかなと

水防協議会なんですけれども、これも他市を調べてみましたら、これは設置

義務のある必要設置の審議会ではなく防災審議会は設置義務があって設置し

ていて女性委員がおりますが、水防協議会は川西市が条例により任意でつく

ったもので、さらに細かくその審議会の意見を行政に反映しようとしてつく

っている審議会です。実際洪水等水防関係で活躍されている民間の関西電力

とか大阪ガスとかいろいろ県・市の土木、警察など関係各所の方で構成され

ているのですけれども、なかなかそこで活躍されている女性の方がいない。

というようなところでなかなかそれができてないという状況でございます。

昨年市営住宅入居者選考委員会で増やしていただいたということで、今後と

も継続してそれにふさわしい人材を探して女性の委員を登用していきたいと

は思っております。また、女性の医師についても基準の方におきまして、各

、 、課に医師会 歯科医師会を通じまして委員の推薦をお願いしておりますので

その医師会、歯科医師会の方にできるだけ女性の委員の方の推薦をお願いす

るというかたちで今後とも進めていきたいと思っております。しかし、医師

会、歯科医師会の方でも、選出がなかなか難しい問題があるのは確かです。

今後とも積極的に進めてまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いし

ます。

会 長 他にございますでしょうか。

委 員 この平成15年度の参画プラン取組状況を見て、1点だけ。数値で目標を立て

、 。て進捗状況が評価されるのですけれども 評価の根拠となるものは何なのか

男女共同参画事業は１が多いのですけれども、その辺の根拠は何かあるので

しょうか。
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事務局 男女共同参画プランでこの目標を設定をする段階におきまして各所属の方か

ら具体的な施策とその目標を各所属で設定していただいております。男女共

同参画課の方も、その相談には乗らせていただいております。各所属で厳し

い評価をされるところもございますでしょうし、甘い評価のところも有るで

しょうから、最終的にはヒアリングにより評価をしていっておるような状況

でございます。以上です。

会 長 他にもあると思いますけれども、時間が迫っておりますので、またお気付き

の点は事務局の方にご意見をいただいたらと思います。

協議事項は以上なんですが、その他の事項について、いかがでしょうか。

事務局 その他について、平成17年度は5年に１度の男女共同参画に関する市民意識

、 、調査を実施する予定となっておりまして この3月市議会の方へ予算計上し

審議していただく予定としております。お手元の方に、前回の市民意識調査

の報告書と国や近隣市等で実施された調査項目についての参考資料を配布し

ておりますので、調査項目等につきまして、ご意見がありましたら事務局の

方までよろしくお願いします。

会 長 これだけはきちっとというようなものがありましたら今、出していただいた

らと思いますが。

委 員 対象の年齢の刻みをもう少し細かくしては。

会 長 年齢の段階をを5歳刻みにするんですね。ありがとうございます。

委 員 10歳台も入れたほうが良い。宝塚市がそうです。10歳台の後半でないとちょ

っと難しいでしょうけれども。

会 長 15歳位からですね。おそらく高齢者社会で高齢者が多くなってきているので

すが、75歳以上と70歳台のはじめとでは少し違うのかも知れないと思うので

すね。非常に隔世が変わっているところで、70歳以上と一緒になっているの

ですけれど、もう一段階設けると、その辺の変わり目が分かるかも知れませ

ん。年齢のことです。

委 員 5歳刻みでやっていただくと後でデーターをまとめることができますので、5

歳刻みで出すぐらいのつもりでやっていただくといいのではないかというこ

とですよね。それから、宝塚市で実施した時に、回答者が高齢者に偏りがち



№28

なので、全体データーで見るとどうも高齢者の意見の反映みたいになってい

る。高齢者の意見を反映するのはもちろん大事なことなんですけれども、回

収率を上げるために、なかなか難しいのですけれども、若い人たちの回収率

を上げる工夫というものが、大事になってくるなあと思いました。

会 長 国との比較ができる項目はなるべく入れていただくとよいと思います。国の

方の意識調査が最近発表されましたが、項目を合わせるということで。国と

か県ですね。意識していただいくと良いと思います。

他にご発言の無かった方でよろしゅうございますでしょうか。特に他にござ

いませんでしょうか。それでは調査に関連して何かございましたら、早めに

事務局の方までご意見を出していただいたらと思います。その他の点につき

ましても何かございましたら事務局までおっしゃってくださいますようお願

いいたします。

以上で今日のご協議いただきましたことですがご承認いただけますでしょう

か。

－－－－－－－ 承 認 －－－－－－－－

会 長 ありがとうございます。それでは本日の議事をこれで修了いたします。ご協

力どうもありがとうございました。

事務局 会長どうもありがとうございました。また、委員の皆様にも本日はお忙しい

中長時間にわたりまして熱心にご審議いただきました。誠にありがとうござ

いました。これを持ちまして本日の男女参画審議会を閉会させていただきた

いと思います。本当にどうもありがとうございました。


